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１ 仕様書にて納品物は 30秒の動画 1本と規

定されておりますが 、限られた委託上限

額の中で放映枠を確保するため、納品す

る 30 秒動画をベースに 15 秒版などを作

成し、実際の広報展開においてはこちら

を併用・放映する運用計画をご提案する

ことは可能でしょうか。 

契約金額の上限内であれば、30 秒動画の

ほか 15 秒動画を作成いただくことは問題

ございません。 

ただし、広報展開においては 30 秒動画を

基本とし、15 秒動画の使用は最小限とな

るよう御提案ください。 

２ 広報の方法について「テレビＣＭ又は映

画館の上映前広告を想定」と記載されて

おりますが 、これは当該媒体の利用を必

須要件とする趣旨でしょうか。予算の範

囲内で全世代への視聴機会提供という目

的を達成するため、これら想定以外の媒

体による広報をご提案した場合、仕様か

らの逸脱とはならず、審査対象として認

めていただけますでしょうか。 

テレビＣＭ又は映画館の上映前広告のい

ずれかにおける広報は必須条件となりま

す。 

契約金額の上限内で他媒体による広報を

御提案いただくことは問題ございませ

ん。 

 


